
第六号議案 

いきがい大学蕨２８期校友会会則の一部改正 

   改正箇所 

現 行 改 正 後 

 

 （組織） 

第４条 

本会の会員は、彩の国いきがい大学蕨学園第

２８期卒業生をもって組織する。  

  ただし、会費を納めた者とする。  

 

 

 （組織） 

第４条  

本会の会員は、彩の国いきがい大学蕨学園第２

８期卒業生をもって組織する。  

  ただし、会費を納めた者とする。  

 また、校友会の各クラブ活動の参加条件として、

校友会会員に限る。 

※下線部追加 
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